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内内容　時日時　場場所　対対象　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略）　定定員　保一時保育　持持ち物　配配布　備備考
注注意事項　申申込・申請　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　CC…コミュニティセンターの略

お知らせ
個人市民税・府民税・森林環境税
課税証明書の発行
　個人市民税・府民税の令和８年度（令
和７年中所得）課税証明書は、６月上旬
ごろから発行します。
注�サラリーマンなどで住民税が給与か
ら特別徴収（差し引き）される人は、
５月下旬ごろから発行します（コン
ビニでは６月上旬ごろ、事前に個人
番号カードの取得が必要）。
　�証明書の取得予定者は、提出先が発
行する説明書などで必要年度を再度
確認してください。

問課税課受付担当
℡ ０６－６９９２－１４０６

固定資産税・都市計画税
納税通知書  発送

　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期
日）現在で、土地・家屋・償却資産（固定
資産）を所有している人に課税される
税金です。納税義務者とは、原則とし
て賦課期日現在の固定資産の所有者の
ことで、年の途中で売買などで所有者
が変わっても、賦課期日現在の所有者
が納税義務者です。
　また、所有者が賦課期日前に死亡し
ている場合などには、賦課期日で固定
資産を現に所有している人（相続人な
ど）が納税義務者となります。
　都市計画税とは、下水道・街路・公園
の整備など、都市計画法や土地区画整
理法に基づく事業を推進するための費
用に充てる目的税で、固定資産税と併
せて納めてもらうものです。
免税対象
　市内において同一人が所有する土
地・家屋・償却資産のそれぞれの固定資
産税課税標準額の合計額が次の場合、
固定資産税・都市計画税は課税されま
せん。
▽土地…３０万円未満
▽家屋…２０万円未満
▽償却資産…１５０万円未満
納期限
第１期…６月１日（月）
第２期…７月３１日（金）
第３期…９月３０日（水）
第４期…１１月３０日（月）
減免制度
対▽�生活保護法の規定による扶助を受
けている人が所有する固定資産

　▽�不慮の災害で納税できなくなった
人が所有する固定資産

　▽�災害などで使用することができな
くなった固定資産

申�減免申請書に必要書類を添えて、所
定の期限内に課税課資産税担当へ

審査請求および審査申出
　固定資産税・都市計画税の賦課につ
いて不服があるときは、市長に審査請
求をすることができます。また、固定
資産の価格（評価額）に関して不服があ
る場合は、固定資産評価審査委員会に
審査の申し出をすることができます。
いずれも納税通知書を受け取った日の
翌日から起算して３カ月以内です。
問課税課資産税担当
℡０６－６９９２－１４７４

知ってますか？　固定資産税・
都市計画税～共有～
　固定資産（土地・家屋）を複数の人で
共有している場合の固定資産税・都市
計画税は、共有者が連帯して納税義務
を負うことが地方税法で規定されてい
ます。このため、持ち分に応じて税額
を按分して課税することはできませ
ん。
　代表者には納税通知書および納付書
を、代表者以外（共有構成員）には納税
通知書（納付書の同封なし）を、それぞ
れ５月以降に送付予定です。
あらかじめ、代表者を含む共有構成員
間で納付方法などを取り決めておいて
ください。
問�課税課資産税担当
℡ ０６－６９９２－１４７４

軽自動車税の納税通知書を発送
　軽自動車税はその年の４月１日現在
で原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、
小型特殊自動車、三輪以上の軽自動車
を所有または使用している人に対して
課税されます。
納付期限…６月１日（月）まで
備�継続検査（車検）が必要な軽自動車・
二輪の小型自動車は、納税通知書（口
座振替用以外）に添付の「継続検査用
納税証明書」を利用してください。

　すでに軽自動車などを譲渡したり、
使用していない場合は、廃車などの手
続きをしてください。
各手続き
▼原動機付自転車（１２５㏄以下）
　小型特殊自動車
　�特定小型原動機付自転車（電動キッ
クボード）

　持▽ナンバープレート
　　▽�軽自動車税原動機付自転車申告

済証
　　▽�本人確認書類（運転免許証、マ

イナ保険証など）
問課税課税政担当
℡０６－６９９２－１４５８
▼軽自動車（軽三輪・軽四輪）
　軽自動車検査協会
問大阪主管事務所・高槻支所
　（高槻市大塚町４－２０－１）
℡０５０－３８１６－１８４１
▼軽二輪（１２６㏄～２５０㏄）
▼二輪小型（２５１㏄以上）
問近畿運輸局大阪運輸支局
　（寝屋川市高宮栄町１２－１）
℡０５０－５５４０－２０５８
　各管轄へ問い合わせてください。
問課税課税政担当
℡０６－６９９２－１４５８

軽自動車税減免制度
　身体障がい者手帳などを持っている
人が所有または利用する車両は、一定
の基準で軽自動車税の減免を受けられ
る場合があります。減免を受けるには、
毎年度申請が必要になります。
申�６月１日（月）まで
　申請時の必要書類などは、問い合わ
せください。
注�申請期間を過ぎるとその年度の減免
を受けることはできません。

問課税課税政担当
℡０６－６９９２－１４５８

市民活動災害補償制度
　自治会・町会などの各種市民団体の
活動中に、指導者や参加者が事故で負
傷した場合などに救済する制度です。
補償期間　令和９年５月１日(土)まで
申�コミュニティ推進課・各CC・大日
サービスコーナーで配布、ホーム
ページに掲載している所定の用紙に
必要事項を記入し、担当課へ

問コミュニティ推進課
℡０６－６９９２－１５２０

府税の納付
自動車税の納期限  6月１日（月）まで
　府税の納付はキャッシュレスが便利
です。納付書の表面に印字されている
「e
エルキューアール
L-QR」などを利用して府税の納付が

できます。
　現金納付の場合は、金融機関窓口ま
たはコンビニなどを利用してください。
　各府税事務所内の指定金融機関窓口
は廃止され、（大阪自動車税事務所各分
室は除く）窓口で府税の納付は原則
できません。
注�府税を一時に納めることができない
場合には、納税を猶予する制度があ
ります。納税が困難な人は、早めに
管轄の府税事務所・大
阪自動車税事務所に
相談してください。

自動車税に関する問い合わせ
問自動車税コールセンター
℡０５７０－０２０１５６
　�０６－６７７６－７０２１（つながらない場
合）
受付時間：平日９:００～１７:４５

パブリックコメント
実施結果の公表

　「第４次守口市生涯学習推進計画」
（案）について、パブリックコメントを
実施した結果、２件の貴重な意見をい
ただき、ありがとうございました。
　意見の概要と、意見に対する市の考
え方につきましては、市ホームページ
で閲覧できます。
問生涯学習・スポーツ振興課
℡０６－６９９５－３１５８

保険料の納付は口座振替が便利
　国民健康保険料・後期高齢者医療保
険料・介護保険料の納付を市指定金融
機関の口座からの自動引き落としにす
れば、納付しに行く手間が省け、納付
忘れがなくなります(翌年度も自動更
新)。
持�手続きに行く金融機関へ確認
申�市指定金融機関(郵便局を含む)で、
備え付けの申請用紙にて申請

　市役所の窓口では、キャッシュカー
ドのみ（暗証番号が必要）で口座振替申
請ができる「ペイジー口座振替受付
サービス」を実施しています。取り扱
いできない金融機関もあります。
問保険収納課
℡０６－６９９２－１５３７、１５３８

市長への表敬訪問
　市では、芸術文化・スポーツの全国
大会などで優秀な成績を収めた人や、
功労顕著な事績を有し表彰を受けた人
などの市長への表敬訪問を受け付けし
ています。
対▽市内在住者
　▽市内に活動の拠点を置く団体
備�日程など希望に沿えない場合もあり
ますので、あらかじめご了承くださ
い。

問市長室
℡０６－６９９２－１３０２ 還付金詐欺に注意

　保険課職員を名乗る者が「払い過ぎ
た保険料や医療費を返金する」と口座
情報を聞き出したり、「還付金があるた
め、ＡＴＭで直接手続きを行ってほし
い」「今日でないと手続きができない」
と銀行やコンビニなどのＡＴＭに誘導
し、お金をだまし取ろうとする詐欺が
多発しています。
　市では、還付金がある場合、皆さん
に文書で通知を行っています。電話で、
ＡＴＭでの手続きをお願いすることは
絶対にありません。
　このような不審な電話には、絶対に
応じないでください。
問保険課
℡０６－６９９２－１５４５

物価高対応子育て応援手当の
申請は済んでいますか

　物価高対応子育て応援手当を、順次
支給しています。
　支給対象児童（平成19年4月2日〜
令和8年3月31日に生まれた児童）1人
につき1回限り２万円を支給するもの
です。申請不要の対象者については、
２月27日に支給しました。
　ただし、以下のいずれかに該当する
対象者は申請が必要です。申請期限は
５月29日（金）です。申請が済んでいな
い人は速やかに申請してください。
▽�令和8年1月1日〜令和８年３月31日
に出生した児童を養育する父母など
▽�令和７年10月1日〜令和８年３月31
日に離婚（調停中なども含む）により
新たに児童手当受給者となった保護
者

申�５月29日（金）まで
問子育て支援政策課
℡06－6992－1665

経済センサス－活動調査へ
回答を

　６月１日を期日として、全国すべて
の事業所・企業に「令和８年経済センサ
ス-活動調査」が実施されます。
　この調査は、我が国における事業所・
企業の経済活動を全国および地域別に
明らかにすることを目的に実施される
国の重要な統計調査のひとつです。
　調査の結果は、各種行政施策の立案、
民間企業における経営計画の策定な
ど、社会経済の発展を支える基礎資料
として広く活用されています。
　調査へのご理解、回答をお願いしま
す。
対全国すべての事業所・企業
配�調査書類は４〜5月ごろに国からの
郵送もしくは調査員が訪問して配布

調査基準日　６月１日（月）
備�便利なインターネット回答を推奨し
ています。

注�調査員は「調査員証」を携帯していま
す。金品の請求、銀行口座やクレジッ
トカード情報を尋ねることは一切あ
りません。

問法制文書課統計担当
℡06－6992－1428

府税の窓口

自動車税ＡＩ
チャットボット
（２４時間）

車の住所変更


